
歯科診療所　（集計２）

個　人 医療法人 その他 全　体

金額 構成比率 金額 構成比率 金額 構成比率 金額 構成比率

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

Ⅰ　医業収益 42,004 100.0 92,710 100.0 113,939 100.0 50,507 100.0

１．保険診療収益 35,613 84.8 66,192 71.4 81,250 71.3 40,748 80.7

２．労災等診療収益 106 0.3 33 0.0 0 0.0 94 0.2

３．その他の診療収益 5,668 13.5 24,443 26.4 25,732 22.6 8,796 17.4

４．その他の医業収益 617 1.5 2,042 2.2 6,957 6.1 869 1.7

Ⅱ　介護収益 11 0.0 137 0.1 0 0.0 32 0.1

１．居宅サービス収益 11 0.0 137 0.1 0 0.0 32 0.1

２．その他の介護収益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ⅲ　医業・介護費用 28,661 68.2 86,295 93.1 104,937 92.1 38,308 75.8

１．給与費 11,713 27.9 47,100 50.8 61,313 53.8 17,645 34.9

２．医薬品費 531 1.3 1,084 1.2 794 0.7 622 1.2

３．歯科材料費 2,866 6.8 7,426 8.0 8,152 7.2 3,627 7.2

４．委託費 3,961 9.4 8,564 9.2 15,338 13.5 4,747 9.4

５．減価償却費 2,056 4.9 3,529 3.8 757 0.7 2,293 4.5

　（再掲）建物減価償却費 639 1.5 579 0.6 242 0.2 628 1.2

　（再掲）医療機器減価償却費 799 1.9 1,659 1.8 258 0.2 938 1.9

６．その他の医業費用 7,535 17.9 18,592 20.1 18,584 16.3 9,375 18.6

Ⅳ　損益差額（Ⅰ＋Ⅱ－Ⅲ） 13,355 31.8 6,552 7.1 9,002 7.9 12,230 24.2

Ⅴ　税金 － － 605 0.7 30 0.0 － －

Ⅵ　税引後の総損益差額（Ⅳ－Ⅴ） － － 5,947 6.4 8,972 7.9 － －

施設数 551 － 108 － 2 － 661 －

平均ユニット数 3 － 5 － 7 － 3 －

（注） １．「その他」とは、市町村立などの歯科診療所である。

　　　 ２．構成比率は「Ⅰ　医業収益」と「Ⅱ　介護収益」を合算した金額に対する各収益科目、又は費用科目の割合である。

       ３．個人立の歯科診療所の損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。
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